
 

                                                       

 
印西市マスコットキャラクター「いんザイ君」 

印西市 健康子ども部 保育課 管理係 

         〒２７０－１３９６ 印西市大森２３６４－２ 

         電話 ０４７６（３３）４６４９（直通） 

         F A X ０４７６（３３）４５８５ 

 

◎この案内には、入所申込みに関する手続きなどについて、重要なことが記載されています。 

 必ずお読みいただき、必要な手続きを行ってください。 

 

●令和６年度４月１日入所の受付期間● 

令和５年１１月１日（水）～令和５年１１月３０日（木） 

●注意● 

申請場所は各学童クラブです 

希望者は必ず期限内に申請して下サイ！！  
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注意 ○育児休暇取得中、就職活動中は対象となりません（民営では対象となる場合があります。）。 

   ○入所希望月の１日時点で、同居者が６５歳以上の場合、その方の理由は必要ありません。 

   ○上記要件に該当しなくなった場合は、退所となりますので、あらかじめご了承ください。 

注意 学童クラブは、保護者が就労等の理由により、児童の保育ができない時間に児童を保育するところで

す。保護者の方が在宅の時や、仕事等が早く終わり、保育ができる人がいる場合は学童クラブの利用

はできません。 

 

１ 学童クラブとは 

 現在、印西市には学童クラブが３7 か所｛公立２4 か所（すべて指定管理者制度を導入）、民営 13 か所｝あ

ります。 

学童クラブは、就労などにより、児童を監護する者が昼間家庭にいない小学校１年生から６年生までの児童を

対象に、放課後等の生活の場を提供し、生活指導や余暇指導を行うことにより児童の健全な育成を図ることを目

的としています。 

≪指定管理者制度とは≫ 

公の施設の管理運営を指定された民間事業者に委ねる制度です。この制度は、多様化する住民ニーズに対し、

より効果的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の能力を活用するものです。 

  

 

 

 

２ 入所の要件 

市内の小学校に就学している、以下のような保護者の理由により、放課後、家庭で子どもだけになってしま

う児童 

 （１）就労のため ※①～③の全ての要件を満たすこと。 

①月～土のうち週３日以上勤務があること又は日曜日を除き月１２日以上の勤務があること。 

②１日４時間以上の勤務時間があること。 

③勤務終了時刻が１５時以降（１５時ちょうどに終業する方も可）（長期休業日利用の場合は③は不要） 

 （２）就学等のため（上記の就労と同等の日数、時間であること。） 

 （３）疾病（入院・自宅療養）のため 

 （４）障がいのため

（５）看護・介護等のため 

 （６）出産のため 

 （７）その他、市長が前各号に類する状態にあると認めたとき。 

 

 

 

 

３ 開所時間 

（１）授業がある日                  下校時～午後７時 

 （２）学校が休みの日（土曜日、春・夏・冬休み、代休） 午前８時～午後７時 

４ 休所日等 

 （１）日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 （２）事前の出欠確認により通所児童がいないことが明らかな場合 

 （３）インフルエンザ等の感染症に感染した児童等（①～③のとおり） 

  ①感染症に感染した児童 

  ②学級閉鎖・学年閉鎖のクラスの児童 

  ③学校閉鎖になった学校の児童 

  ※医師の判断・指示により既に感染の恐れがなく、学童クラブの利用が可能になった場合は、療養報告書を

提出してください
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５ 定員 【学童クラブ一覧（1/2）】 

*注意* 
同じ小学校区内に 2 か所以上学童クラブがある場合の振分けは、指定管理者が行います。  

【市外局番０４７６】                         

   名 称 定 員 所在地及び電話番号 

①  印西市立木下学童クラブ ４５人 
印西市木下１４９３番地２９ ℡４２－００６１  

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

 

 ②  印西市立大森学童クラブ ４５人 
印西市大森３３１３番地１ ℡４２－５８１４ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

 
③  印西市立高花学童クラブ ５５人 

印西市高花二丁目４番地 ℡４６－１１４７ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

 

④  印西市立内野学童クラブ ８０人 

印西市内野一丁目３番地 ℡４６－５６７１（A） 

            ℡４０－１０５５（B） 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

 
⑤  印西市立内野第２学童クラブ ４５人 

印西市内野一丁目３番地 ℡４５－７１２２ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

 
⑥  印西市立原山学童クラブ ３５人 

印西市原山三丁目４番地 ℡４６－３９６６ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

⑦  印西市立木刈学童クラブ ７０人 
印西市木刈二丁目６番地 ℡４６－８５９２ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

⑧  印西市立小倉台学童クラブ ４０人 
印西市小倉台二丁目３番地 ℡４６－６０３１ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

⑨  印西市立小倉台第２学童クラブ ４０人 
印西市小倉台二丁目３番地 ℡４７－２０３３ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

⑩  印西市立小倉台第 3 学童クラブ ８０人 

印西市小倉台二丁目３番地 ℡８５－６２０７（A） 

             ℡８５－６２１７（B） 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。  

⑪  印西市立小林学童クラブ ４５人 
印西市小林北五丁目１２番地１ ℡８０－８６７７ 

指定管理者（（福）和泉会）が管理、運営をしています。 

⑫  印西市立小林第 2 学童クラブ ４０人 
印西市小林２４４１番地２ ℡９７－６２６１ 

指定管理者（（福）和泉会）が管理、運営をしています。 

⑬  印西市立西の原学童クラブ ８０人 

印西市西の原二丁目７番地 ℡４５－１３９５（A） 

             ℡２９－４５１５（B） 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑭  印西市立西の原第２学童クラブ  ４５人 
印西市西の原二丁目７番地 ℡４６－５５０１ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑮  印西市立原学童クラブ ３５人 
印西市原三丁目５番地 ℡４７－６２２０ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑯  印西市立原第 2 学童クラブ ４５人 
印西市原三丁目 5 番地 ℡４７－７２１０ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑰  印西市立原第 3 学童クラブ ８０人 

印西市原三丁目５番地 ℡８５－８７７１（A） 

           ℡３７－７６８５（B） 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑱  印西市立六合学童クラブ ２０人 
印西市瀬戸１５８０番地 ℡９８－１１２８ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑲  印西市立平賀学童クラブ  ４０人 
印西市平賀１１６１番地２ ℡９８－３５０１ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

⑳  印西市立いには野学童クラブ  ７０人 
印西市若萩三丁目９番地 ℡９８－１１９８ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

㉑ 印西市立本埜学童クラブ  １５人 
印西市中根１２８１番地２ ℡９７－１０２０ 

指定管理者（ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株））が管理、運営をしています。 

㉒ 印西市立滝野学童クラブ ７０人 
印西市滝野五丁目１番地 ℡９７－２０１９ 

指定管理者（（労協）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ事業団）が管理、運営をしています。 

㉓ 印西市立牧の原学童クラブ ４５人 
印西市牧の原三丁目１番地２ ℡４６－１４００ 

指定管理者（（労協）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ事業団）が管理、運営をしています。 

㉔ 印西市立牧の原第 2 学童クラブ ８０人 

印西市牧の原三丁目１番地１ ℡８５－６０２２（A） 

℡３３－６０４４（B） 

指定管理者（（労協）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ事業団）が管理、運営をしています。 
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５ 定員 【学童クラブ一覧（２/2）】                  【市外局番０４７６】 

㉕ 松崎学童クラブ（民営） ４５人 
印西市松崎５１７番地 ℡４６－３９２８  

（特非）子供の人権を守る市民ﾈｯﾄﾜｰｸが管理、運営をしています。 

㉖ アルカサール学童クラブ（民営） ４０人 
印西市中央北一丁目４番地 アルカサール内 ℡８５－８８２３  

（特非）子供の人権を守る市民ﾈｯﾄﾜｰｸが管理、運営をしています。 

㉗ BigHop 学童クラブ（民営） ４０人 
印西市原一丁目２番地  BIGHOP 内 ℡８５－４２７６  

（特非）子供の人権を守る市民ﾈｯﾄﾜｰｸが管理、運営をしています。 

㉘ モア学童クラブ（民営） ４０人 

印西市牧の原一丁目 3 番地 モア内 ℡４６－３９２８（松崎学童 

クラブ） 

（特非）子供の人権を守る市民ﾈｯﾄﾜｰｸが管理、運営をしています。 

㉙ エンヂェルハート学童クラブ（民営） ３０人 
印西市武西２７５番地１ ℡４７－３３４４ 

（福）龍心会が管理、運営をしています。 

㉚ 星虹学童クラブ（民営） ４５人 
印西市戸神６０9 番地 2 ℡４８－５５８９ 

（福）ありがとうが管理、運営をしています。 

㉛ HALO 学童クラブ（民営） ４０人 
印西市草深１６１８番地１、１６１８番地２３ ℡８０－８６２２ 

（福）ありがとうが管理、運営をしています。 

㉜ レインボー学童クラブ（民営） ４０人 
印西市草深１１０５番地１ ℡８５－７６１０ 

（福）七色の翼が管理、運営をしています。 
㉝ レインボー第２学童クラブ（民営） ４０人 

㉞ こじかＫＩＤＳクラブ（民営） ４５人 
印西市草深２４９６番地４ ℡３７－６１８８ 

（福）鹿鳴福祉会が管理、運営をしています。 

㉟ かふう kids 学童クラブ（民営）  ４５人 
印西市草深１６１７番地３１ ℡０８０－１５５４－９６９４   

（福）幸福義会が管理、運営をしています。 

㊱ 
学童クラブ アゼリーアカデミア 

千葉ニュータウン（民営） 
３０人 

印西市高花五丁目 3 番地 ℡４８－７８８０ 

（学）アゼリー学園が管理、運営をしています。 

㊲ DUCK 学童クラブ（民営） ４５人 

印西市中央北一丁目 1 APOLLO PLANT MALL 2 階  

℡７６－９７９８（千葉ニュータウン校） 

（株）MDY が管理、運営をしています。 

 

注意 ●民営（㉕～㊲）の学童クラブでは入所要件、開所時間、入所の選考基準、申請書類等が異なる場合があ

りますので、各学童クラブへご確認ください。 

     ●小林第２学童クラブ・原学童クラブ・滝野学童クラブ・牧の原学童クラブについては、学校施設を借用

した学童クラブも設置し、受け入れを実施する予定です。 
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注意 ●別途、おやつ代等が各学童クラブで徴収されます。詳細は各学童クラブにお問合せください。 

  ●全ての学童クラブの保育料は同一ですが、民営（㉕～㊲）の学童クラブについては、上記保育料の他に別

途料金が発生する場合がありますので、必ず各学童クラブに確認してください。 

  ●月の途中での入所又は退所する場合は、日割計算により保育料を算出します。 

  ●３か月以上保育料を滞納すると入所許可を取り消すことがあります。 

   

 

注意 ●申請がない場合は減免の適用はされませんので、必ず当該年度内（3/31 まで）に申請してください。 

●減免を希望する方は、入所申込時に入所申請書類と併せて「保育料減免申請書」を必ずご提出ください。 

●年度途中の申請であれば、対象月に遡って減免をします。当該年度（3/31）を越えての申請は受け付

けられませんのでご注意ください。 

●減免要件の確認に時間を要する場合がありますので、要件の確認が取れるまでは、通常の保育料をお支

払ください。要件の確認が取れ次第、遡って減免を開始します（過納分は返金等します。）。 

  

６ 保育料  保育料は下表をご参照ください。 

区  分 
入所児童 

１人 ２人目以降 

通 常 

月曜日から 

  金曜日まで 

１学年から 

  ３学年まで 

月額 ６，０００円 

（８月は月額 ８，０００円） 

月額 ３，０００円 

（８月は月額 ４，０００円） 

４学年から 

  ６学年まで 

月額 ４，０００円 

（８月は月額 ６，０００円） 

月額 ２，０００円 

（８月は月額 ３，０００円） 

月曜日から 

  土曜日まで 

１学年から 

  ３学年まで 

月額 ８，０００円 

（８月は月額 １０，０００円） 

月額 ４，０００円 

（８月は月額 ５，０００円） 

４学年から 

  ６学年まで 

月額 ６，０００円 

（８月は月額 ８，０００円） 

月額 ３，０００円 

（８月は月額 ４，０００円） 

学校の長期休業日等の場合の短期入所 

１学年から 

  ３学年まで 

日額 １，０００円 

（上限月額 １０，０００円） 

日額 １，０００円 

（上限月額 ５，０００円） 

４学年から 

  ６学年まで 

日額 １，０００円 

（上限月額 ８，０００円） 

日額 １，０００円 

（上限月額 ４，０００円） 

保護者が疾

病等による

場合の一時

的入所 

土曜日と学校の 

長期休業日等 
全学年 日額１，０００円 

上記以外の月曜日 

から金曜日まで 
全学年 日額  ５００円 

 

 

 

 

 

 

７ 保育料の減免 

  保護者が下表に該当する場合は減免対象となりますので、「保育料減免申請書」に必要書類を添付し提出し

てください。 

減免対象者 必要書類（減免要件） 免除額 担当課 

生活保護法の規定による 

被保護者 
生活保護受給証明書 全額 

社会福祉課 保護係 

℡0476(33)4514 

印西市就学援助費支給規則

に規定する準要保護児童生

徒の保護者 

就学援助費支給決定通知書（写） 半額 
学務課 学務係 

℡0476(33)4704 
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注意 ●郵送で申請する場合は、申請期間内必着です。消印有効ではありませんので、ご注意ください。 

●保護者が育児休暇を取得している期間や求職中は、入所の対象になりませんが、入所日から勤務開始する 

場合については、申請期間中に申請をお願いします。 

 

 

 

 

● 

 

 

 

８ 申請について 

（１） 受付期間及び受付場所 

 

申請期間 入所選考方法 受付場所 

令
和
６
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
入
所 

 

第一次募集 

令和 5 年 11 月１日（水） 

～11 月３０日（木） 

 期間内に提出された方から審査をし、

受入上限内で入所決定をします。 

各学童クラブへ直接お申込み

ください。 

 

随時募集 

令和 5 年 12 月 1 日（金）～ 

 第一次募集後、受入上限に満たない学

童クラブについて、随時選考を行いま

す。第一次募集で既に受入上限を超えた

学童クラブへの入所希望者は、待機とな

ります。 

夏
・
冬
・
春
休
み
の
入
所
（
予
定
） 

 

第一次募集 

夏：令和６年５月２０日（月）

～６月 7 日（金） 

冬：令和６年１１月１日（金） 

～１１月１５日（金） 

春：令和７年２月１４日（金） 

～２月２８日（金）  

受入上限に満たない学童クラブにつ

いて申請を受付けます。 

詳細については、広報、ホームページ又

は保育課にて確認ください。 

年
度
の
途
中
か
ら
入
所 

入所希望日の 1 か月前から 

※入所希望日の 14 日前までに

申請してください。原則、申請

から14日後の入所となります。 

 随時、申請の受付けを行いますが、受

入上限を超えている場合は待機となり

ます。 

 

 



 

６ 
 

 

（2）入所許可申請に必要な書類 

① 入所許可申請書  児童１人につき１部  

② 申込児童の健康状況等調書  児童１人につき１部  

③ その他添付書類  下記一覧表をご確認の上、保護者等の状況毎に必要な書類を提出してください。 

保護者の 

状況 
形態 必要書類 備考 

１ 就労 

会社員・公務員・ 

パート等 

就労証明書 
勤務先から 

※必ず勤務先の担当者に記入してもらってください。 

1 か月間の 

シフト表 
変則就労・シフト勤務の方のみ 

自営・個人事業主・

農業等（第三者から

就労の証明がとれ

ない場合を含む。） 

就労証明書 自書 

２ 就学又は技能訓練中 

申立書 自書 

在学証明書等 
在学期間の記載のあるもの（氏名・在学期間の記載された

学生証等で代えることができる。） 

時間割表 授業のカリキュラム等 

３ 疾病 

入院 
申立書 自書 

診断書 入院期間の記載があるもの 

自宅療養 
申立書 自書 

診断書 保育ができない理由の記載があるもの 

４ 障がい 
申立書 自書 

手帳の写し 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等 

５ 看護・介護等 

申立書 自書 

診断書等 
看護又は介護対象者等（介護保険認定書等介護期間の記載

があり、症状等が分かるもの） 

６ 出産 

申立書 自書 

母子健康手帳

の写し等 
出産予定日が確認できるもの 

７ その他 申立書 自書（保育が必要な理由をご記入ください。） 
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 （3）左記（2）の入所許可申請に必要な書類の配布場所 

  ●公立学童クラブ（学童クラブ一覧①～㉔） 

・各公立学童クラブ      

・印西市役所 保育課管理係  〒270-1396 印西市大森2364-2 ℡0476（33）4649(直通) 

   ・印旛支所 市民サービス課   〒270-1693 印西市美瀬1-25    ℡0476（98）1116 

   ・本埜支所 市民サービス課  〒270-2392  印西市笠神2587     ℡0476（97）1111 

 ・中央駅前出張所        〒270-1340  印西市中央南1-4-1   ℡0476（46）1011 

 

     ●民営学童クラブ（学童クラブ一覧㉕～㊲）  

    ・各学童クラブでの書類受け取りをお願いします。 

 

注意 ●民営学童クラブでは必要書類が異なる場合がありますので、入所を希望する学童ク

ラブへ直接お問い合わせください。 

 

（4）入所の審査等 

    ① 入所資格の審査 

     提出された書類により、入所資格の審査をします。必要に応じて、追加書類を提出していただく場合

や、自宅や勤務先等へ確認することがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

    ② 入所の選考 

     入所資格を満たす申請者の数が、当該学童クラブの定員を超えた場合は、下記事項を踏まえ、選考を

します。 

ア 年齢が低い児童を優先（同学年の優先順位は生年月日が遅い順となります。） 

イ 特別な支援を要する児童を優先 

※入所資格を満たしていても、定員に達している場合は、入所できない場合があります。 

 

   ③ 入所の許可 

     入所許可となった場合は、「入所許可決定通知書」を保護者の自宅へ郵送します。また、入所待機と

なる場合については、その旨をご連絡します。 

   ※入所決定に際し、学童クラブ保育料に滞納がある方については、入所許可を保留する場合がござい

ます。 

 

    ④ 入所許可の取消し 

     次のいずれかに該当する場合、学童クラブ入所許可を取り消す場合があります。 

      ア 入所要件（１ページ）に該当しなくなったとき。 

      イ 学童クラブ保育料を３か月以上滞納したとき。 

      ウ その他学童クラブの管理運営上支障があると市長が認めたとき。 

      ※入所中の方で、午後７時以降のお迎えが頻繁な方については、学童クラブ運営に支障が出るので、

入所許可を取り消す場合があります。｛お迎えが午後７時を過ぎる場合は、印西市ファミリーサ

ポートセンター（問合せ先：印西市中央南 1-4-1（中央駅前地域交流館内）0476（48）5728）

の利用を検討ください。 
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注意 ●翌年度以降も継続して入所を希望する場合は、再度申請が必要です。 

    

９ 入所期間 

 

 入所期間は、下記のとおりとなります。入所資格を満たさなくなった場合や退所を希望する場合は、退所届

を提出ください。 

入所区分 入所期間 

通常入所 ４月１日～３月３１日 

春休み（学年始め） ４月１日～小学校始業日の前日（ただし、１年生は入学式の前日） 

夏休み 小学校終業日の翌日～小学校始業日の前日 

冬休み 小学校終業日の翌日～小学校始業日の前日 

春休み（学年末） 小学校修了日の翌日～３月３１日 

 

 

 

なお、次の事由に該当する場合は、以下に掲げる期間が最長になります。 

事由 承認期間 

①保護者の疾病・看護、介護付添いのとき 
診断書等に記載された入院（療養）等の期間、期

間の記載がない場合は承認の日から６か月間 

②保護者が入所決定日以前まで派遣契約等の場合 承認の日から１か月間 

③出産 出産予定月とその前後２か月 

 

 

 １０ 入所許可申請にあたっての留意点 

 

    （１）「入所許可申請書」及び「健康状況等調書」に就労証明書等の必要な書類（６ページ参照）を添付

し、提出してください。 

    （２）全ての書類が揃っていなければ審査できませんので、余裕をもって申請してください。 

       就労証明書を申込期限内に揃えることができない場合は、申立書にその旨を記載し添付の上、後

日就労証明書を提出してください。 

    （３）保護者以外に、２０歳～６５歳未満の方が同居している場合は、その方の分の就労証明書等の要

件が確認できる書類を提出してください。 

    （４）兄弟姉妹での入所申請をされる場合は「就労証明書」等の添付書類は、一方の児童については、

コピーでもかまいません。 

    （５）月～土を希望する場合は、同じ世帯の２０歳～６５歳未満の方、全員、土曜日勤務がある場合に

限ります。（就労証明書で必ず土曜日勤務の確認ができること。） 

    （６）アレルギーや成長面で気になることがあれば、申請時に詳しくお書きください。 

    （７）書類の不備や就労状況に不明なことがある場合は、再度足を運んでいただいたり、勤務先に問い

合わせたりすることがありますので、ご了承ください。 
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 １１ こんな場合には 

 

   （１）変則就労・シフト勤務の場合 

     勤務日・勤務時間が変則で「就労証明書」への勤務時間欄への記載が困難な場合には、直近１ヶ月間

のシフト表を「就労証明書」に添付してください。 

 

（２）保護者が単身赴任の場合 

     住民票に登録がある場合は「就労証明書」を提出してください。住民票が市外の場合は「就労証明書」

の提出は不要となります。 

 

（３）パートタイム・派遣契約等による就労で契約期間がある場合 

     再契約後、改めて「就労証明書」を提出してください。 

 

   （４）利用期間中に住所、家族構成、勤務先等の変更があった場合 

     変更が生じた場合は、必ず「変更届」を提出してください。勤務先が変わった場合は「就労証明書」

を併せてご提出ください。 

 

   （５）年度途中で退所したい場合 

     あらかじめ「退所届」をご提出ください。なお、入所要件を欠いた場合はその時点で退所となります

ので、速やかに「退所届」をご提出ください。 

 

   （６）弟・妹の保育園入園の決定待ちの場合 

     原則、育児休暇中は学童クラブの利用はできません。復帰日が決まった時点で申請可能ですが、下の

子の保育園入園が決定次第、入所可能となるため、受入上限に達している学童クラブを希望される場

合は即時入所できないこともありますので、ご了承ください 

 

   （７）１人で帰宅させたい場合 

     原則、保護者の送迎となりますので、時間までに迎えに来られない場合は、「印西市ファミリーサポ

ートセンター」（問合せ先：印西市中央南 1-4-1（中央駅前地域交流館内）0476（48）5728）

を利用する等、必ず時間内に迎えに来てください。お迎えの時間が守られないと、学童クラブの運営

に支障をきたすため、入所の許可を取り消すことがありますので、保護者の皆様には十分ご留意いた

だき、利用時間を徹底してください。 

     保護者の送迎以外の方法で通所又は帰宅する場合は、「通所等に関する申出書」を提出していただき

ます。なお、児童一人で帰宅する場合は、夕方の防災無線の時間までの預かりとなります。 

 

   （８）習い事に通う場合 

     希望する方は「習い事確認表」を各学童クラブに提出してください。  
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   （9）学級閉鎖等の場合 

     学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖等の場合は、その学級、学年又は学校に在籍している児童は通所でき

ませんので、ご了承ください。 

 

 

   （10）学童で怪我をした場合 

     学童クラブの管理下で、怪我等が発生した場合は、各学童クラブで加入している保険で対応します。 

 

 

    （１１）障がい、発達・発育に心配がある場合 

     学童クラブは、療育機関としての機能は備えておりませんので、心身に障がいがあり、集団生活に支 

     障があると判断した場合は、入所できない場合もあります。 

     なお、入所した場合は、必要に応じて小学校と連携を図り、保育にあたります。 

     



 

 

 


